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文 書 表 

陳情（新規）・福祉生活病院常任委員会 

受理番号及び 

受 理 年 月 日 
所 管 件   名 議決結果 

５年－30 

( R５.11.20 ) 
子ども家庭 

子どものために保育士配置基準の引上げ、労働条件改善による保育士の増員及びさらなる賃金引上げ

を求める意見書の提出について 

 

▼陳情事項 

国に対して、子どものために保育士配置基準の引上げ、労働条件改善による保育士増員及びさらなる賃金引上げを求める意見書を提出するこ

と。 

 

▼陳情理由 

 保育所は、子育て家庭を支える施設であり、幼い子どもの発達を保障し、いのちを守るための不可欠な社会資源になっている。新型コロナウ

イルス発生から丸３年。「密」を避けることができない保育施設内では、新型コロナウイルス感染拡大期であっても保育の継続が求められ、５類

感染症となった今でも、保育関係者は日々の感染予防対策も加わり、心身ともに疲労はピークに達している。 

 保育所の機能拡充が進む一方で、職員配置や施設基準の改善は進まず、国際的にも低い水準のまま放置され、職員の負担が増大している。保

育所での事故が増大している状況等を踏まえれば、現在の配置基準は不十分であり、子どもの命と安全を守るためにも保育士増員と処遇改善が

急務となっている。 

 鳥取県は、保育士人材確保と定着に向けた施策立案の基礎資料にするため、現役保育士、潜在保育士、保育学生らを対象に、実態調査アンケ

ートに取り組み、この秋に結果をホームページで公表した。調査結果では、職務の責任と負担感に見合った給与の改善（現役保育士の約９割）

と業務負担の見直し等を訴える意見が最も多く、配置基準を含む労働条件の改善が課題として明らかになった。 

 政府は、国が直面する最大の危機である少子化を反転させるとして、「こども未来戦略方針」を令和５年６月 13 日に閣議決定した。その中で、

「75 年ぶりの配置基準改善」として、 

１ １歳児の子ども６人に対し保育士１人の基準を５対１に改善すること 

２ ４・５歳児の子ども 30 人に対し保育士１人の基準を 25 対１に改善すること 

が盛り込まれた。 

 しかし、その内容については、次の理由から問題がある。 

 １ 方針に配置基準改善の内容は明記されたものの、改善をいつ実施するか明示していない問題 

   保育現場の厳しい状況を踏まえれば、改善は迅速に行われるべきである。 

 ２ 基準の改善ではなく、実施施設が限定される加算対応という問題 

   国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を改定するのではなく、公定価格上の加算での対応となることが、令和５年４月 11 日

の小倉將信こども政策担当大臣による記者会見でも明言されている。加算対応では、全ての施設が対象にならず問題である。 

議 会 資 料 
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現 状 と 県 の 取 組 状 況 

 子ども家庭部（子育て王国課） 

【現状、県の取組状況】 

＜保育士配置基準＞ 

○現行の国の保育士配置基準は、子どもの数に対する保育士の数の割合が０歳児３：１、１・２歳児６：１、３歳児 20：１、４・５歳児 30：

１となっており、長年に渡って見直しが行われておらず、保育現場における保育士の負担が課題となっている。 

 ○平成14年度以降、保育現場からの要望により、保育士配置が手薄になる１歳児について、配置基準の６：１より多く4.5：１の保育士を配置

する保育所等への助成制度を単県で実施している。 

 ○平成25年、保育現場からの要望、保育士の非正規化の進行が深刻な課題となっていることから、３歳児の配置基準の20：１より多く15：１

の保育士を配置する保育所等へ助成できるよう県制度を拡充。平成27年度、子ども子育て支援法の施行に伴い国の公定価格の制度が創設さ

れ、３歳児加配については国の制度により給付されることとなったため、県の３歳児加配は廃止した。 

 ○令和５年度、国の制度拡充により、定員121人以上の比較的大きな保育所について４・５歳児は25：１の配置が可能となった。 

 ○こども未来戦略方針（Ｒ５．６．13閣議決定）を踏まえ、こども家庭庁の令和６年度予算概算要求に保育士配置基準の改善（定員に関わらず

１歳児６：１→５：１、４・５歳児30：１→25：１）が明記された。 

  ※配置基準自体を見直した場合、全ての施設で新しい基準での保育士を確保することが必要になり、現場で混乱が生じる可能性があること

から、当面は基準を維持し、職員を増やせる施設に対して加算する制度となる見込み。 

  [保育士の配置基準及び加配制度] 

区分 配置基準（国） 加配基準（国・県） 加配制度 
０歳児 ３：１ － － 

１歳児 ６：１ ４.５：１ 
【単県】県１／２、市町村１／２ 
※Ｒ６から５：１配置を可能とする国加算制度創設見込み 

２歳児 ６：１ － － 

３歳児 ２０：１ １５：１ 【国庫（公定価格）】国１／２、県１／４、市町村１／４ 

４・５歳児 ３０：１ ２５：１ 
【国庫（公定価格）】国１／２、県１／４、市町村１／４（定員 121 人以上の
施設） 
※Ｒ６から定員に関わらず 25：１配置を可能とする国加算制度創設見込み 
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 ＜処遇改善＞ 

 ○国による保育士等の処遇改善の取組が進められているものの、保育士と他職種との給与には依然として大きな開きが生じている。 

[本県の保育士と他職種との現金給与等の比較（Ｒ４年賃金構造基本統計調査結果（厚生労働省）] 

 年齢 勤続年数 年間給与額 
保育士 37.6 歳 6.6 年 3,688.2 千円 

全職種平均 44.5 歳 12.1 年 4,031.7 千円 
差引 △6.9 歳 △5.5 年 △343.5 千円 

※一般労働者の男女計を記載。 

※年間給与額は、「決まって支給する現金給与額」に 12 を乗じ、「年間賞与その他特別給与額」を加えたもの。 

○今年度、県が実施した保育人材の確保と定着に係る実態調査においても、保育士不足、配置基準及び処遇改善、業務負担の軽減が大きな課

題として挙がっている。 

[実態調査結果概要] 

問 保育士等の不足感（保育施設向け） 

答 正規職員 62％、非正規職員 56.7％（「不足感あり」と回答した割合） 

問 保育士確保・定着に必要なこと（複数回答） 

答 〔現役〕①給与改善（88.5％）、②業務負担見直し（74.1％）、 ③配置基準見直し（74％） 

〔潜在〕①  〃 （81.8％）、②   〃   （74.8％）、 ③   〃   （61.5％） 

〔施設〕①  〃 （83.3％）、②   〃   （70.2％）、 ③   〃   （67.9％） 

〔学生〕①   〃  （76.3％）、②人間関係の円滑化（54.2％）、③休暇取得環境の整備（50.9％） 

 ○保育人材の確保と定着の一層の推進に向けて、更なる処遇改善と配置基準改善を進めるよう、本年６月に国要望を実施した。 

  （県、県議会、市長会、市議会議長会、町村会、町村議会議長会の地方６団体として要望） 

 ○保育人材確保に向けて、鳥取県保育士・保育所支援センターと連携し、中高生、潜在保育士を対象とした保育のお仕事体験、若手保育士に

よる出前説明会、保育士等修学資金貸付、潜在保育士向け就職相談・マッチング支援、就職準備金等貸付、就職奨励金制度の創設などの取

組を行っている。 

 ○今般の国の経済対策において、保育施設等に従事する職員について、令和５年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた公定

価格の引上げにより処遇改善が行われることとなった。 

 

 

 


